
（日本人駐在員さま向け）
移転価格税制

PwCシンガポール

～RHQの典型論点（マネジメントフィー）/COVID-19の影響下
における移転価格文書化～

開催概要

日時 2021年2月26日（金） 14:00～15:00（SG時間）

会場
Global Meetによるリアルタイム配信（ウェビナー）

※ Global Meetを初めてご利用になる方はセミナー開始10分程前より接続をお試しください。

主催 PwCシンガポール

定員
先着順

（事前登録制）

※定員に達し次第、締め切りとさせていただきますので、お早めにお申込みください。

※競合他社様のご参加はご遠慮いただいております。 また、Gmail等のフリーメールアドレスでご参
加をいただく場合には、お名刺のご提出をお願いさせていいただく場合がございます。

参加費 無料

お申し込み

下記ウェブサイトよりお申し込みをお願いいたします。

https://webcastportal.pwc.com/open/1150ffe6-47c8-4482-8f82-

60ceca98edf0

お問い合わせ
清水迫 誠（makoto.m.shimizusako@pwc.com）

丸谷 朋子（tomoko.marutani@pwc.com）

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素はご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、PwCシンガポールではこの度、「（日本人駐在員様向け）移転価格税制～RHQの典型論点(マネジメントフィー)/COVID-

19の影響下における移転価格文書化～」と題したウェビナーを開催します。

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

敬具

PwCシンガポール

ジャパンデスクリーダー 平林 康洋

開催趣旨

今般のCOVID-19のパンデミックに端を発する経済環境の悪化は多数の企業の業績に重大な影響を与えました。これにより
アジア各国においては税収の大幅な減収が予測され、過去の危機時と同様、各国税務当局による課税執行強化が予想され
ています。

シンガポールに統括拠点を有する日系企業様におかれましても、統括する周辺国子会社等の税務当局による課税執行動向
やCOVID-19の影響に係る移転価格の文書化には極めて関心が高いものと考えます。

本ウェビナーでは、ご参加いただきやすいよう時間を1時間に区切り、ポイントを絞って解説いたします。

https://webcastportal.pwc.com/open/1150ffe6-47c8-4482-8f82-60ceca98edf0


プログラム（1時間）

セッションタイトル

1. RHQ（地域統括会社）の典型論点であるマネジメントフィーの回収

シンガポール周辺国での課税執行強化が予想される中、改めてマネジメントフィーに係る移転価格上の論
点を押さえた上で、フィーを支払う周辺国側での移転価格執行に関する留意点を解説します。

2. COVID-19の影響に係る移転価格文書化への反映

IRAS（シンガポール内国歳入庁）、OECD（経済開発協力機構）が、それぞれCOVID-19の影響に関する
移転価格のガイダンスを発出しました。

2021年11月末の同時文書化期限を迎える年度に関し、これらのガイダンスをどのように移転価格文書化
に反映していくか、に焦点を当てて解説します。

3. 移転価格調整金に係るGSTガイドライン

COVID-19のパンデミックの影響を受けて移転価格調整金が増加することが予想される中、2020年11月
にIRASが発出した「移転価格調整金にかかるGSTガイドライン」の概要をご説明します。

プログラム等

講師

清水迫 誠 PwCシンガポール 移転価格 マネージャー

丸谷 朋子 PwCシンガポール 移転価格 マネージャー

※プログラム内容、講演者については変更となる場合がございます。予めご了承ください。
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【個人情報の取り扱いについて】

このセミナーにてお預かりしました個人情報につきましては、プライスウォーターハウスクーパースの「個人情報およびクライアント機密情報に関する取り扱い方針」に基づ
き適切に管理させて頂きます。


